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公共事業の事業評価の手法

事業評価は、費用対効果分析を含めて総合的に実施

○貨幣換算した便益だけでなく、貨幣換算することが困難な効果項目をも含めて、
事業の投資効果を評価する分析手法。

費用対効果分析

・事業の効率性を評価する分析手法。
・貨幣換算した便益を費用で除した費用便益
比（B/C）等がある。

・貨幣換算の手法が確立した便益のみが分析
の対象となる。

費用便益分析

・貨幣換算することが困難な
効果について考慮している。

貨幣換算が困難な効果

○費用対効果分析の他に、様々な状況を総合的に勘案している。

その他の視点

例：
・環境への影響

・災害時における人や物資
の輸送を確保

等を考慮

例：事業実施環境、地元との調整状況、過去の災害の状況等を考慮

○ 公共事業の評価は費用便益分析を含め、総合的に実施するものである。
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事業評価に係る論点（H16～）

費用対効果分析

・需要予測手法の精緻化
・費用便益分析の精緻化

・便益の追加
例：CO2削減、 Wider Economic Impacts 等

貨幣換算が可能な効果の評価

・貨幣換算が困難な効果の抽出と評価手法の確立

・事業の計画および事業採択の根拠と過程のわかりやすい説明
・事業効果と評価結果の豊富かつわかりやすい説明

その他

事業評価

・事後評価結果の活用（結果・知見の蓄積と他の評価や事業への活用）
・評価のタイミング・手続きの簡素化

・B/C分析結果の取り扱い
・B/C以外の評価、基準（ナショナルミニマム、国際競争力、上位計画との整合等）による評価
・ネットワークの中での事業の評価（一体評価）、複合的な事業の評価方法

総合的な視点

原単位 評価期間 社会的割引率

（パラメータ）

等

事業評価を通じたＰＤＣＡサイクル

例：
・環境への影響
・災害時における人や物資の輸送を確保
・歴史・文化的価値等 等

貨幣換算が困難な効果の評価
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前回（令和６年度第1回）の主なご意見

主な意見論点

○公共事業は、B/Cだけの議論ではなく、より長期的な視点が重要
○地域特性や災害等のリスク変動などを反映していくことも議論すべき
○多様な要素（B/C含む）を列挙しても、各要素の上下関係や重み付けなどの根

拠が曖昧であれば、判断を誤る危険性がある

○高速道路のネットワーク効果や、河川なら流域全体を対象とする効果を評価す
るなど、事業評価の対象をシフトすべき

○透明性の確保を前提として、専門家が評価するということが大事になる

総合的な評価の
あり方
（B/Cの位置づけ）

○貨幣換算が困難な効果（防災、環境保全、文化、国防、外交など）は、「without
＝business as usual（≒with）」とすることが適切であると判断されれば、そも
そもB/Cの議論に当たらない

○貨幣換算が困難な効果を定量化して並列で記載することは良いが、通常の便
益に加算してよいかは、科学的な観点からも丁寧な議論が必要

○多様な効果を定量化することは必要ではないか
○貨幣換算が困難な効果の数値化を目指すのであれば、B／Cの議論に影響を

与える程度に大きい効果に着目すべき

貨幣換算が困難な
効果の評価
（便益の妥当性）

○事業規模に対応した調査方法の費用対効果などを見ながら、最適な調査方法
を検討すべき

○過去の事業の実績などを踏まえ、事業費について幅をもって設定し、次第に幅
を狭くしていくやり方など、事業費の変動をできるだけ減らしていけるよう対応
する必要

事業費算定の
あり方
（当初事業費と 

実態の乖離）
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総合的な評価の事例（独立行政法人国際協力機構：JICA）

○ JICAの技術協力、有償・無償資金協力の評価は、情報収集、現地訪問、相手国との協議などを
踏まえ、過去の教訓の反映なども確認し、予想される効果を検証。

○ 効率性やインパクトに加え、事業の妥当性やSDGｓなどとの整合性など、多様な観点を踏まえた
フローチャートに従って、４段階で格付けする総合的な評価を実施。

出典）JICA「途上国開発と事業評価－JICAの事業評価は何を行い、どう役立っているのか－」2023.6

（https://www.jica.go.jp/information/publication/brochures/__icsFiles/afieldfile/2023/07/10/development_evaluation.pdf） 240529閲覧

＜DAC評価6基準（OECD）による評価項目＞

定義項目

• 支援実施の妥当性（開発ニーズ）
• 「受益者」に着目、弱者への配慮や公平性
• 事業計画、アプローチのロジックの適切性

妥当性

• 日本政府・JICAの開発協力方針と整合性
• JICAの他事業（技術協力・有償／無償資金協力等）との相

乗効果

• 日本の他事業、他の開発協力機関等による支援と適切な
相互補完、国際的な枠組み（SDGsなど国際目標やイニシ
アティブ・規範や基準）との整合性

整合性

• 期待された事業の効果の、目標年次における目標水準の
達成度（受益者間の差異）

有効性

• 正負の間接的・長期的効果の実現状況（社会システム・規
範、人々の幸福、人権、ジェンダー平等、環境社会配慮）

インパクト

• 事業の投入計画や、事業期間・事業費の計画と実績の比
較

効率性

• 事業によって発現した効果の持続性の見通し

• 組織・体制面、技術面、財務面（運営・維持管理予算確
保）、環境社会面、リスクへの対応、運営維持管理の状況

持続性

＜評価プロセス＞

＜評価のフローチャート＞
妥当性
整合性

有効性
ｲﾝﾊﾟｸﾄ

持続性 効率性
総合
評価

A
非常に
高い

B
高い

C
一部

課題が
ある

D
低い
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事業評価の評価区間

○ 事業評価においては、それぞれの事業特性に応じて、評価区間を設定している。

評価区間の設定例
道路事業 河川事業

［治水対策の評価の基本的な考え方］

河川整備計画等に基づき、
一連の整備効果を発現する区間 を設定

○道路ネットワークとしての機能を踏まえ、高規格道路、
大規模バイパス等の起終点間を基本として設定

○評価対象の特性に応じて、効果把握に要するコスト
等を踏まえた区間とすることができる

○区間設定にあたっては、第三者委員会等において意
見を聴取する。

［評価区間の考え方（一体評価）］

○治水対策は、水系をシステムとして捉え、全川を対象
として検討

○防御対象氾濫原は、堤防、ダム等の治水施設を構成
要素とする治水システムによって防御されると考える

○防御対象氾濫原は、氾濫した河川水が到達する区
域を基本とする

熊本市

大分市

高規格道路の起終点を接続するケース
《 中九州横断道路 》
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○各国の費用便益比（B／C）の扱いは日本と異なっている。
○道路整備に伴う効果は多岐多様に渡る一方、費用便益分析において、日本で考慮している便益の項

目は、各国と比較しても限定的となっている。

費用便益分析の各国比較（道路事業）

韓国
カナダ

ブリティッシュコロンビア
州

アメリカ
ニュージーラン

ド

オーストラリ
ア

スウェーデンノルウェーオランダフランスドイツイギリス日本

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1の
規定なし*2

B/C>1 *1事業化要件としてのB/Cの扱い

●●●●●●●●●●●●走行時間短縮

評
価
指
標

●●●●●●●●●●●●走行経費減少

●●●●●●●●●●●●交通事故減少

▲△●●●●▲●▲走行時間信頼性向上

▲▲●△△●●
走行快適性の向上

（車両・歩行者・自転車）

▲アメニティ価値

▲△
オプション価値・

非利用価値

●△▲●●●●▲●●●温室効果ガス削減

●△●●●●▲●●●
大気汚染の減少（温室効果ガス削減

以外）

●△▲●●●●▲●●●騒音低減

△△水質汚染の改善

△その他環境への影響

△●△△△△▲広域的な経済効果

▲△産業振興・観光

△荷痛み軽減

▲△●●△●△●健康の増進

▲救命率向上

●▲●
間接税収の増加
（供給者便益）

▲△▲△△△△まちづくりへの影響

△地価への影響

△●地域分断の軽減

△△△自然災害リスクへの影響

△人為災害リスクへの影響

△▲△▲△△△自然保護・生物多様性への影響

△△△景観への影響

△△△△文化・遺産への影響

▲△建設期間中の影響

星取表の凡例／ ●：便益として加算している項目、▲：事業特性によっては便益として加算しても良いとされる項目、△：便益として加算しないが定量的な検討を行っても良いとされる項目

*1: 事業採択の前提条件：「便益が費用を上回っている」
*2: 各国の評価マニュアル上、B/C>1の規定は確認されず、B/C（またはNPV）とその他の効果で判断していることを確認 10



各部局
大臣官房

基準値に関する記載主な要領等事業
－・新規事業採択時評価実施要領細目河川・ダム

新規採択時評価実施
要領

・費用対効果分析を含め、
総合的に実施

新規採択時
評価について

－・新規事業採択時評価実施要領細目砂防

－・新規事業採択時評価実施要領細目

・総合評価要綱、客観的評価指標
道路 事業採択の前提条件

便益が費用を上回っている

－・新規事業採択時評価実施要領細目海岸

－・新規事業採択時評価実施要領細目港湾

－・新規事業採択時評価実施細目鉄道

－・新規事業採択時評価実施細目航空

－・治水経済調査マニュアル河川・ダム

公共事業評価の費用
便益分析に関する技術
指針（共通編）
・各事業分野において共
通的に考慮すべき事項に
ついて定めたもの
・社会的割引率は、全事
業において当面４％を適
用

便益・費用の
算出について

便益と費用の比が１を上回った場合、
経済性の効果があると判断・砂防事業の費用便益分析マニュアル砂防

－・費用便益分析マニュアル道路
事業採択の必要条件

B/C＞１・海岸事業の費用便益分析指針海岸

費用便益比（CBR）が１より大きいとき、社会
経済的にみて効率的な事業と評価することがで
きる

・港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル港湾

－・鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル鉄道
費用便益比（CBR）が１より大きいとき、
社会経済的にみて効率的な事業と評価・空港整備事業の費用対効果分析マニュアル航空

費用便益分析の運用状況

○公共事業の事業評価においては、費用対効果分析を含め、総合的に実施しているが、便益が費用を
上回っていることを事業採択の前提としている事業が存在。
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再評価における費用便益分析の考え方について

出典 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）

（再評価における費用便益分析）
〇 再評価における費用便益分析は、原則として、「残事業の投資効率性」と「事業全体の投資効率
性」の両者による評価を実施する。

（費用便益分析結果の取り扱い）
〇 事業評価は、事業の投資効率性や波及的影響、実施環境といった多様な視点から総合的に行うべき
ものである。

〇 その中で、ある事業がその投資に見合った成果を得られるものであるかどうかを確認することが重
要であるから、事業評価にあたっては原則として費用便益分析を行い、
事業の投資効率性を評価し、その結果を事業採択時の判断材料の一つとして活用する。

・ 再評価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を考慮
せず、事業を継続した場合に今後追加的に必要になる事業費と追
加的に発生する便益のみを対象

・事業継続・中止の判断材料を提供するもの

・ 事業全体の投資効率性を再評価時点で見直すことによって、事業
の透明性、説明責任を図るもの

＜事業全体の投資効率性＞

公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）より

○ 事業再評価にあたっては、費用便益分析などの事業の投資効果、事業を巡る社会経済情勢等の変
化、事業進捗の見込みなどをもとに、事業の継続・中止を総合的に判断している。

再評価における費用便益分析の評価結果の
投資効率性の観点からの取扱い

＜残事業の投資効率性＞
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再評価における費用便益分析の運用状況(B/Cの取り扱い)

○ 新規事業採択後にＢ／Ｃが１．０を下回った直轄事業は、２７事業存在しているが、
B/Cも含め多様な効果等を総合的に判断し、事業を継続している。

※国土交通省「公共事業等に関する情報開示」に掲載された2010年度から2023年度のB/Cが明記された直轄事業のうち、道路、河川、ダム、港湾を抽
出し、上記期間中のB/Cの変化を分析。（事業期間が上記期間中に単年度しか含まれないものは対象外）

出典 国土交通省「公共事業等に関する情報開示」 （https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_001768-1_00009.html）

B/Cが1未満
B/Cが1以上

かつ低下
B/Cが1以上

かつ維持・増加
事業数

25（3.7%）362（53.9%）285（42.4%）672道路

0（0.0%）107（37.5%）178（62.5%）285河川

1（2.1%）20（41.7%）27（56.3%）48ダム

1（0.4%）118（52.7%）105（46.9%）224港湾

※残事業 Ｂ／Ｃが１．０を下回っている事業はない
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15

効果計測の範囲（道路の例）

間接効果（波及効果）直接効果

3便益

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

走行快適性の向上

歩行の安全性・快適性の向上

環境改善
（大気汚染、騒音、CO2、景観等）

時間信頼性の向上

新規立地に伴う生産増加

雇用・所得増大

人口の安定

財、サービス価格の低下

資産価値の向上

財政の安定

地域格差是正
（所得格差の是正、
生活格差の是正）

ex.様々な施設が利用可能
になる満足度の向上等

ex.様々な施設の利用者の
増加等

道路空間の利用

災害時の代替路確保

生活機会、交流機会の拡大

公共サービスの向上

○道路整備の費用便益分析では、３便益を対象に便益を計上。

○一方、道路整備により、直接効果に加え、企業の新規立地に伴う沿線市町の税収増など、
波及効果も含め様々な効果が発現しており、多様な効果の貨幣換算化にも取り組んでいる。

現状の費用便益分析では
３便益のみを計上

地方整備局の事業評価において
貨幣換算化の事例がある効果※

＜凡例＞

：

※平成28年度～令和5年度に開催された地方小委員会、事業評価監視委員会における新規事業採択時評価・再評価より集計 15



多様な効果の計測と評価の取組状況（道路の例）

津波の被害軽減の効果

時間信頼性向上の効果

救急救命率向上の効果

（出典）第22回社会資本整備審議会 事業評価部会（R4.3.15） 16



効果計測の範囲 （河川・ダム事業の例）

○河川・ダム事業の費用便益分析においては、被害防止便益として直接被害（人身被害防止効果を除く。）にお
ける便益と、間接被害の一部における便益を計上。

効果（被害）の内容分類

居住用・事業用の建物の浸水被害家屋

一般資産被害

資
産
被
害
抑
止
効
果

直
接
被
害

被
害
防
止
便
益

家具・自動車等の浸水被害家庭用品

事業所固定資産のうち、土地・建物を除いた償却資産の浸水被害事業所償却資産

事業所在庫品の浸水被害事業所在庫資産

農漁業生産に関わる農漁家の固定資産のうち、土地・建物を除いた償却資産の浸水
被害

農漁家償却資産

農漁家の在庫品の浸水被害農漁家在庫資産

浸水による農作物の被害農産物被害

公共土木施設、公益事業施設、農地、農業用施設の浸水被害公共土木施設等被害

人命損傷人身被害抑止効果

浸水した世帯の平時の家事労働、余暇活動等が阻害される被害家計

営業停止被害

稼
動
被
害
抑

止
効
果

間
接
被
害

浸水した事業所の生産の停止・停滞（生産高の減少）事業所

浸水した公共・公益施設サービスの停止・停滞公共・公益サービス

浸水世帯の清掃等の事後活動、飲料水等の代替品購入に伴う新たな出費等の被害家計

応急対策費用

事
後
的
被
害
抑
止
効
果

家計と同様の被害事業所

水害廃棄物の処理費用
国・地方公共団体

家計と同様の被害および市町村等が交付する緊急的な融資の利子や見舞金等

道路や鉄道等の交通の途絶に伴う周辺地域を含めた波及被害害
道路、鉄道、空港、港
湾等

交通途絶による
波及被害

電力、ガス、水道等の供給停止に伴う周辺地域を含めた波及被害
電力、水道、ガス、通
信等

ライフライン切
断による波及被
害

中間産品の不足による周辺事業所の生産量の減少や病院等の公共・公益サービスの
停止等による周辺地域を含めた波及被害

営業停止波及被害

資産の被害による精神的打撃資産被害に伴うもの精
神
的
被
害
抑
止
効

果

稼動被害に伴う精神的打撃稼動被害に伴うもの

人身被害に伴う精神的打撃人身被害に伴うもの

清掃労働等による精神的打撃事後的被害に伴うもの

波及被害に伴う精神的打撃波及被害に伴うもの

被災可能性に対する不安リスクプレミアム

治水安全度の向上による地価の上昇等高度化便益

〇治水事業の効果と本マニュアルで経済評価している項目

※ は、本マニュアル（案）で被害率や被害単価
を明示した項目

は、R2.4の改定で新たに追加した便益項目

【目次】
①氾濫原の特徴分析
②氾濫シミュレーション
③便益算定
④費用算定
⑤経済性の評価

17



多様な効果の計測と評価の取組状況（河川の例）

（出典）令和5年度 阿賀野川直轄河川改修事業 再評価説明資料
https://www.hrr.mlit.go.jp/agano/jigyou/seibi/ryuiki_iinkai/jouryu-02/siryou1.pdf 18



効果計測の範囲（港湾の例）

○評価項目（物流ターミナル整備プロジェクトの例）

○港湾整備事業の費用対効果分析では、事業の目的、施設整備の内容等に応じて、プロジェク
ト別に評価項目を抽出し、輸送・移動コストの削減等に係る便益を計上。

【目次】
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多様な効果の計測と評価の取組状況（港湾の例）

（出典）第16回交通政策審議会 事業評価部会（R4.3.4）○苫小牧港東地区浜厚真地区複合一貫輸送ターミナル整備事業の例

貨幣換算しない効果についても、
定量的、定性的な効果の把握を実施している

（便益計上している効果）

20



防災・減災の便益の算定状況について

貨幣換算が困難な効果貨幣換算をしている効果

・人的被害抑止

・波及被害抑止（交通途絶、ライフラインの停止等）

等

・資産被害抑止
・事業所等の営業停止被害抑止
・応急対策費用減少

河川・
ダム

・人的被害抑止（砂防事業）

・波及被害抑止（交通途絶、ライフラインの停止等）

等

・資産被害抑止
・人的被害抑止
（土石流対策事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業）

・事業所等の営業停止被害抑止
・応急対策費用減少

砂防

・災害による通行止め 等
（通行止め等が発生する区間を含む場合は、

その影響期間を切り分けて便益を計上可。）

（該当無し）道路

・地域住民の生活の維持 等・緊急物資等の輸送コストの削減
・施設被害の回避
・海難の減少に伴う便益
（船舶損傷に伴う損失額、人的損失額 等）

港湾

（該当無し）（該当無し）鉄道

21



防災事業の便益算定

〇現行の技術指針では、防災事業のリスク評価は、「人的損失額」の軽減、「物的損害額」の軽減及び
「被災可能性に対する不安」の軽減の3つの項目を基本とすることを規定。

○「被災可能性に対する不安」の軽減分は、現在のところ評価手法に課題が残されているため、評価手
法の確立、評価値の精度向上が進められるまでの間は、人的損失額と物的損害額の和に、事故・災
害の発生確率を乗じた「期待被害額」の軽減分を防災事業の便益とする。

当面は防災事業の便益として取り扱う

出典 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）

22



防災事業の便益算定の事例

〇土石流対策事業の費用便益分析においては、防災の効果として人的被害額を便益に
考慮

１）土石流想定氾濫区域の設定について

■被害軽減効果
人的被害20.7億円（全体38.2億円，B/C=5.7）

出典 令和5年度岐阜県事業評価監視委員会第４回委員会資料より抜粋

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の土砂災害警戒区域（土石流）
を土石流想定氾濫区域として設定

想定氾濫区域として設定している
土砂災害警戒区域

２）土石流想定氾濫区域に分布する資産抽出

＜想定被害の算出項目＞

【直接被害】
●家屋戸数（家屋資産・家庭用品・農漁家資産）
●事業所数（産業大項目分類（建設業、製造業、サービス業な

ど） に区分）
●農地面積（農作物被害：水田・畑）
●公益事業施設（役所、警察署、郵便局、消防署、図書館、

公民館、一般病院、診療所、老人ホーム、学校等）
●道路、鉄道、橋梁
●人的損失額（逸失利益、精神的損害額）

【間接被害】
●営業停止被害（事業所）、応急対策費用（家計・事業所）、

交通途絶被害

23



防災機能の評価（道路事業の例）

拠点間の移動時間
拠点間道路ﾈｯﾄﾜｰｸの

脆弱度
評価ランク

災害時も平時と同じ０A

災害時は平時の1.5倍未満０～１／３B

災害時は平時の1.5倍以上１／３～１C

災害時には到達不可能１D

○拠点間の移動時間
を経路毎に算定

（通常時、災害時）

地震 ・ 津波 ・ 豪雨 ・ 豪雪 ・ 火山

※ 地域の実情に応じた災害シナリオを設定

○通常時と災害時の移動時間の変化の度
合いにより、拠点間の道路ネットワークの
防災機能を評価 （Ａ～Ｄにランク分け）

通常時

○地域の実情に合うよう地域の防災戦略等に基づき

拠点ペアを設定

〔評 価〕

〔拠点設定〕

〔対象災害〕

災害時

広域拠点

交通拠点

地域拠点

被災拠点

※脆弱度とは、道路ネットワークの災害に対する脆弱度合い
（０～１）で、数字が大きいほど脆弱であることを示す。

（脆弱度）＝１－（通常時の移動時間）／（災害時の移動時間）

○ 東日本大震災の経験を踏まえ、現行の３便益Ｂ／Ｃでは十分に評価できない防災機能
を評価する手法をＨ２３年度より導入（H２７年度改定）

24



人的損失額の更新

出典
令和４年度交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査
（令和５年３月、内閣府）

○ 人的損失額のうち精神的損害額は、「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究報告書」（内
閣府,2007）に基づき、精神的損害額（死亡）は226 百万円/人（死亡）を適用。

○ 2023年報告書においては、死亡損失額は601百万円/人（死亡）に更新されている。
〇 死亡損失額は「死亡リスク削減に対する支払意思額÷死亡リスク削減幅」により推計しており、近年の死亡

事故が減少に伴い、事業により想定される死亡リスク削減幅が小さくなったことが額が上昇した大きな要因。

海外における交通事故による
損失の算定状況の整理

我が国における死者一人当たりでの算定結果は、金銭

的損失および死亡損失ともに海外の算定値の範囲に
入っている。
金銭的損失は、アメリカと比較すると 4 分の 1以下であ
るが、イギリスやスウェーデンよりも 1,000 万円程度大き
い値であり、金銭的損失の算定対象と している項目の違
いを考慮すると妥当であると考えられる。
一人当たり死亡損失は、アメリカ、 カナダに次いで大きく、
イギリスの 2 倍程度である。オーストラリアを除くといず
れの国も同じ 桁数であり、算定年の違いによる物価等の
違いを考慮すると概ね同水準となっていると考えられる。

（内閣府報告書より抜粋 p116）

人的損失額

財産的損害額

精神的損害額

逸失利益

医療費

人的損失額の構成
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③排出権取引価格を用いる方法②対策費用に基づく方法①被害費用に基づく方法

排出権市場の取引価格をもって、評価値とす
る手法

CO2削減に要する費用をもとに算出する方
法

CO2が増加した場合の海面上昇等による
被害額をもとに算出する方法

設定法

現時点では市場が成熟しているとは見なされ
ておらず、取引価格が限界費用を表現してい
ない可能性が大きい

・目標設定に原単位が大きく依存する

・技術革新によって対策費用は変化する
・計測モデルや被害想定により数値の幅が
ある。
・CO2削減の政府目標と一致しない可能性
がある

留意点

CO2貨幣価値原単位の設定について

○現行の技術指針では、CO2貨幣価値原単位は被害費用法より10,600円/t-C（2,890円/t-CO2）として
いるが、多くの国でパリ協定（2015年）以降に見直されている。

■CO2貨幣価値原単位の計測方法

2006時点最新
国名

測定方法CO2価値測定方法CO2価値設定年
被害費用15,400対策費用63,041～189,6512020イギリス
対策費用111,998被害＆対策19,658～191,6702015ドイツ
(環境税)14,900対策費用27,049～250,5912015フランス
対策費用27,317対策費用(取引価格)5,621～140,4852015オランダ
対策費用88,000対策費用286,1832017スウェーデン
被害費用15,400対策費用14,420～41,7932022NZ

評価せず被害費用41,771～118,3522023アメリカ
被害費用10,600被害費用10,6002006日本

（円／t-C換算*）見直しなし

■諸外国の動向

・多くの国でパリ協定を採択した2015年以降
に原単位を見直しており、日本よりも高い

・手法としては②対策費用法が多い

・国内の排出権取引などの動向も踏まえなが
ら、見直しに向けて検討

※現行技術指針は被害費用法を採用
10,600円/t-C（2006年価格）を適用
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＜地方整備局再評価での掲載例＞

○ 道路の費用便益分析においては、時間価値の便益原単位を用いて、走行時間の短縮便益を計上している。 
○ また、走行時間のばらつきが縮小されることによる時間信頼性の向上の便益についても計測し、貨幣換算に

取り組んでいる。

（出典）令和3年度第3回東北地方整備局事業評価監視委員会資料

■「時間信頼性向上便益」とは
道路整備によって、走行時間のばらつきが縮小されること
により道路利用者に生じる便益

時間信頼性
向上便益

走行時間短縮便益

時間の
ばらつき
（標準偏差）

時間の
ばらつき
（標準偏差）

平均所要時間

平均所要時間

時間価値（時間信頼性向上の便益）
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目次

２） 論点に対する検討

２ー１） 総合的な評価のあり方（B/Cの位置づけ）

２－２） 貨幣換算が困難な効果の評価（便益の妥当性）

２－３） 事業費算定のあり方（当初事業費と 実態の乖離）
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事業費増加の主な要因

○ 事業費の増加要因は、河川・ダム事業では「関連計画の変更」 （近年の災害の激甚化・頻発化を
踏まえた対策の追加など）、道路事業では「地質・土質条件」（脆弱な地質や軟弱地盤等）、港湾事
業では「関連計画の変更」（近年の貨物需要の増加やそれに伴う船舶大型化を踏まえた対策の追
加など）が多い。

河川・ダム事業

変動率
変動額
（億円）

件数項目

16%7438地質・土質条件

6%3024自然条件（環境保全、災害等）

2%711設計熟度（施工計画等）

5%2720関係機関・地元協議

13%8108関連計画の変更

2%1413法律・基準等の改正

5%2156単価・税率の変更

道路事業

変動率
変動額
（億円）

件数項目

11%40280地質・土質条件

3%1453自然条件（環境保全、災害等）

5%2527設計熟度（施工計画等）

4%23139関係機関・地元協議

5%2762関連計画の変更

3%2387法律・基準等の改正

4%5226単価・税率の変更

※H30～R4年度に再評価を実施した事業の公表資料等から、事業費の変動要因と
変動額の主な要因を集計。

※件数はのべ件数（複数の変動項目が含まれる場合は、各々1件ずつ件数を計上）。

※変動額は中央値、変動率は変化率の中央値であり、いずれもひとつ前の評価から
の変動値。

港湾事業

変動率
変動額
（億円）

件数項目

6%2228地質・土質条件

4%1023自然条件（環境保全、災害等）

4%109設計熟度（施工計画等）

5%1824関係機関・地元協議

8%3038関連計画の変更

9%167法律・基準等の改正

9%227単価・税率の変更 29
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（
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前回全体事業費に対する増加率（％）

地質・土質条件

自然条件（環境保全、災害等）

設計熟度

関係機関・地元協議

関連計画変更

法律・基準等の改正

単価・税率の変更

100%以上

増額要因毎の増加率（道路、河川・ダム、港湾事業全体）

○ 道路、河川・ダム、港湾分野全体の前回再評価からの増額要因ごとの増加率について、地質・土
質条件や関連計画変更の変動率幅が他の項目よりも大きい傾向にある

※H30～R4年度に再評価を実施した事業の公表資料等から、事業費の変動要因と
変動額の主な要因を集計。

※増加率は、前回再評価の全体事業費からの増加率を記載。
※累積相対度数は事業費増加の要因ごとに件数を積み上げたもの

＜増額要因＞
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（参考）工事発注段階におけるリスク要因

（出典）公共土木設計施工標準請負契約約款利用の手引き（2014 年 12月公益社団法人 土木学会）
図3-1（設計・施工一括発注方式におけるリスク要因とリスク分担の原則）を国土交通省にて一部加筆修正

リスクの要因
（変更をもたらす原因であり、発注時において不確定な要素）

自
然
条
件

社
会
条
件

そ
の
他

気象・海象

河川、湧水・地下水

支持地盤

地中障害物

地元協議（騒音、振動等）

関係機関協議
（近接施工、交差物件、占有物件、交通規制）

作業ヤードの契約等の状況

用地の契約等の状況

隣接工区工事進捗状況

不可抗力

法律・基準等の改正

人為的ミス

発注者が発注時までの調査結果等
を提示し、受注者がリスクの内容・大

きさを技術的に判断する要因

（受注者の提案内容により要因の範囲・影
響の度合等が変化する）

発注者がコントロールしている要因

受発注者のコントロール外の要因

受注者がコントロールしている要因
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再評価の実施状況

○ 再評価は、原則５年で実施しているが、必要に応じて前倒しして実施
○ 令和５年度の再評価実施事業のうち、前回の再評価から4年以内（未着工は２年以内）に再評価

を行っている事業は、約６７％

割合
（A/B）

合計
（B）

前回の再評価から4年

以内（未着工は２年以
内）に再評価を実施

（A）

5年で再評価
（未着工は３年）

６７％１８２１２２６０

※ 令和６年度予算に向けた国土交通省所管公共事業の事業評価について（令和６年１月３１日）に掲載のあ
る令和５年度の再評価実施事業のうち、道路事業、河川・ダム事業、港湾事業182件を集計

※ 再評価の該当基準にかかわらず実施時期に着目
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事業費計上の精度向上の取組 新規事業採択評価チェックリストの例（道路）

〇新規事業採択時をはじめとした各段階における事業費の精度向上を図るため、事業の特性に応
じた事業費計上の注意点を周知

〇例えば、増額の実態を踏まえ、当初計画時点で必要な費用計上がされるようチェックリストを作成

確認内容確認項目分類

●●事業の調査結果から軟弱地盤が想定されるた
め、地盤改良費用を計上

近傍の地質調査結果等を確認し、軟弱地盤の深さなど
を踏まえた軟弱地盤対策が計上しているか

土工

●●事業の地質調査結果と橋梁延長(●●m)を踏
まえ、●●橋で費用を計上

近傍の地質調査結果や橋梁延長を踏まえた橋梁形式を
選定し計上しているか

橋梁

●●事業を参考に支保工パターンと掘削補助工法
を想定して計上
坑口部法面、低土被り箇所、湧水状況を加味した
概算算出

支保工・掘削補助工法は地質の変化を踏まえた設計と
なっているか

トンネル

当該事業による影響があると考えられる用地
●m2、物件●件、その他●●などを計上
※鉄塔等大規模物件の漏れは無いか
※漁業権等の権利補償は無いか

用地補償費は、事業により用地や物件等に影響がある
範囲を全て考慮し、計上されているか

用地補償

＜チェックリストの例＞

※今後の事例の蓄積等を踏まえつつ、更なる改善を図る
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費用便益分析における感度分析の実施事例

○ 事業評価における費用便益分析では、事業費や事業期間、需要などについて、概ね±１０％の
変動を考慮して感度分析を実施。

＜道路事業の例＞

＜ダム事業の例＞

＜港湾事業の例＞
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超過しないコスト

確
率

累
積

確
率

超過しないコスト

P50: ▶
￡312k

◀平均値
￡320k

◀ P80:
￡348k

◀基本コスト
￡280k

12%

諸外国における事業費算定の取組（英国）

○英国では、事業費算定にあたって、定量リスク評価（Quantified Risk Assessment：QRA）と楽観バイアス（Optimism 

Bias:OB）の２つの観点から検討を行い、どちらか高くなる方を加算する。（一般的には、楽観バイアスが高くなる）

○定量リスク評価は、各リスク項目を考慮した費用を積み上げるのに対し、楽観バイアスについては、
事業種別や事業段階に応じて、全体事業費の増加率を設定している。

楽観バイアスによる影響

・楽観バイアスは、事業者による費用の過小推計もしくは
便益の過大推計の傾向を指す

・過去の計画と実績データから得られた結果を用いて、
事業種別、事業段階に応じた全体事業費の増加率
（アップリフト係数）を設定

＜参考＞アップリフト係数（道路事業の施工前段階の場合；＋20％）

＜参考＞事業費増加リスクの確率分布の例

定量リスク評価による影響

・事業費に関する多様なリスクを特定し、過去の実績
データ等を用いて、各リスク項目の発生確率分布を
算出し、必要に応じて、各リスク項目を考慮した費用
を計上する。

主なリスク分類

法改正や政策に関するリスク政策リスク

建設に関わる工程遅延、許認可等に関するリスク資産提供リスク

運営費やメンテナンス費用、インフレ等の変動リスク資産運用リスク

需要変動、設計不適合、サービスの利用、技術変
化等に関するリスク

需要・収益リスク

出典：Department for Transport: Transport Analysis Guidance A1-2 scheme costsを基に作成 35
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３） 今後の方向性（案）
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公共事業評価手法に関わる基本的な認識

○公共事業評価が本格的に導入されて２０年以上経過したが、この間、情報化社会の進展
やインバウンドの増加、地球環境への意識の高まりなど、日本の社会・経済状況は大きく
変化し、利便性や安全性のみならず社会資本に求められるニーズは多様化してきている。
また、高齢化社会や地球温暖化への対応など長期的な視点にたった社会資本整備が求
められている。

〇公共事業の評価は、あくまで現在の価値観に基づくものであり、必ずしも将来の価値観
に基づくものではないことや、社会資本が果たす役割は広範かつ長期間に及び、あらゆ
る効果を貨幣単位の便益として算定するという便益の精緻化には限界があることなどを
十分認識する必要がある。

〇他方、社会資本は国民の負担により整備されるものであり、国民に対して説明責任を十
分に果たす必要があることから、公共事業の評価にあたっては恣意性がなく、透明性を
確保することが求められており、社会資本整備の多様な効果について、できる限り定量
的、定性的に表現したうえで、総合的に判断する必要がある。

○ なお、これまでも公共事業の評価にあたっては、新規採択時や再評価時、事後評価時
など各段階において、評価の透明性を確保する取組を進めてきたところであるが、評価
自体にかかるコストや労力についても十分考慮すべきである。
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今後の取組の方向性（案）

今後の取組の方向性（案）論点

○公共事業の事業評価については、日本の社会・経済状況は大きく変化しており、防災やカーボンニュート
ラルなど、社会的なニーズが高いにも関わらず、費用便益分析（B/Cの取扱含む）では十分評価できてい
ない効果があることや、長期的に発現する効果などを評価することには課題があることなどを踏まえ、事
業評価の対象範囲の見直し含め、総合評価のあり方について検討を進めていく。

なお、再評価時においては、事業全体及び残事業の両者の投資効率性を確認すべきであり、全体B/C、
残事業B/Cはこれまで同様、費用便益分析の評価指標の一つとして取り扱う。

総合的な評価の
あり方
（費用便益分析に
おけるB/Cの位置
づけ）

○社会資本が果たす役割は広範でその全てを貨幣換算化することは困難であるが、事業の説明責任の観
点から、評価手法の確立、評価値の精度向上に向けた検討が必要な効果も、その旨明示した上で、必要
に応じて貨幣換算化し、参考比較のための値を設定して公表する。その際、便益を重複して評価しないよ
うに留意する。

○社会経済情勢の変化に対応した便益（原単位含む）の見直しを適時適切に行っていく。

貨幣換算が困難
な効果の評価
（便益の妥当性）

○事業特性を踏まえ、事業費に関するリスクへの対応を強化する。
・各設計段階のリスク分析・評価の実施
→ 事業化前・着工前段階における事前調査を充実
→ 設計段階に応じて、事業費に関するリスク分析・評価を行い、評価時点でのリスクを洗い出し

・今後予見されるリスクの明示

→ 評価時点におけるリスクへの対応状況や事業費計上の考え方を明示

・リスクを考慮した事業費の計上
→ 過去の事例のストック化を進め、これらの分析結果等に基づき、リスクを考慮した費用を計上
→ 更なる事業費増加を避けるため、コストマネジメントをはじめ、事業の執行管理や効率性低下等への
対応策の適切な実施

○再評価を実施するタイミングを明確化する。
→ 工事着手時など事業費を確認できる節目において、事業費や事業計画などの抜本的な見直しが生じた場合は、
再評価を前倒して実施

事業費算定の
あり方
（当初事業費と

実態の乖離）

特に、事業費への影響が大きい大規模な道路事業やダム事業などにおける、
当初事業費の算定について、事業特性に応じた検討を深めていく必要。 38



公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）の改定方針（案）

公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）改定方針（案）論点

第５節 第１項 便益の計測の考え方

（計測すべき便益の範囲）
・事業実施によって発現することが予想される効果については、主たる効果を網羅的に列挙するこ
ととし、列挙された効果は、社会資本が果たす役割は広範でその全てを貨幣換算化することは困
難であるが、できる限り貨幣価値化し、便益として計上する。

・評価手法の確立、評価値の精度向上に向けた検討が必要な効果であっても、その旨明示した上
で、必要に応じて貨幣換算化し、参考比較のため、これらの便益を計上した値を設定してもよい

貨幣換算が困難
な効果の評価
（便益の妥当性）

第５節 第２項 各種便益原単位の設定の考え方

○時間価値：変更なし（今後改定を検討）
○人的損失額：601百万円/人（死亡）
○環境質の価値：変更なし（今後改定を検討）

第４節 費用の計測

○費用は、事業の特性を踏まえ、用地費、補償費、建設費等、これらの変動リスクも含め適切な費
用の範囲を設定し、適切な手法に基づいて現在価値化を行う。

・特に事業費の変動の影響が大きい大規模事業については、事業特性を踏まえ、費用に関するリ
スクの分析や評価を行うとともに、今後予見されるリスクについて明らかにする

・過去の事例の蓄積や分析結果等に基づき、そのリスクを考慮した費用を計上することが望ましい 
・適切な事業の執行管理や効率性低下等への対応策の実施などを適時的確に講じる

事業費算定の
あり方
（当初事業費と 

実態の乖離）
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（参考）公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（改定案）
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（参考）公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（改定案）
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（参考）公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（改定案）
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（参考）国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（改定案）
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